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こども部機構及び事務分掌(令和2年6月1日現在)

こども部 子育て支援課

气

1 部の統括及び部内事務の連絡調整に関すること。

2 子育て支援の総合的な計画及び推進に関ずること。

3 社会福祉審儀会児童福祉専門分科会に関すること。

4 社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、障害福祉

課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可

等に関すること。

5 児童福祉施設(幼児課の所管に係るものを除く。)の

設置の認可等に関すること。

6 児童館及び子ども広場との連絡調整及び維持管理に

関すること。

7 児童等の関係機関及び福祉団体との連絡調蕪に関すること。

8 子育て支援センターの設置及び運営団体選定審査会

に関すること。

1 ひとり親家庭及び寡婦に係る相談並びに福祉及び援護に関す

ること。

2 子ども、母子、父子及び寡婦の福祉医療費に関すること。

3 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

4 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

5 交通遺児教育手当に関すること。

6 子育て支援センターの運営及び子育て支援団体との連絡・

調整に関すること。

7 子育て世帯への臨時特別給付金の支給に閲すること。

1 子どもを守る専門委員会に関すること。

2 こども総合相談に関すること。

3 いじめ、児童虐待、体罰等の防止等に関すること。

4 助産施設との連絡調整に関する.こと。

5 助産施設における助産の実施に関すること。

6 母子生活支援施酘に関すること。

7 母子生活支援施酘における保護の実施に関すること。

企画係

(

育成係

7

相談係

こども健康課

大浦児童センター、滑石児童館、土井首児童館、琴海児童館(4力炉励

子ども広場

母子保健事業の企画及び推進に関すること。

母子健康手帳に関すること。

母子に係る歯科保健に関すること。

子どもの予防接種に関すること。

小児慢性特定疾病に関すること。

障害児の自立の支援(自立支援医療費のうち育成医療に

係る支給によるものに限る。)に関すること。

小児慢性特定疾病審査会及び予防接種健康被害調査委員会

に関すること。

1
2
3
4
5
6



幼児課

管理係

1 社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、障害福祉

課及び子育て支援課の所管に係るものを除く。)の設立

の認可等に関すること。

2 児童福祉施設(子育て支援課の所管に係るものを除く。)

の設置及び家庭的保育事業等の認可に関すること。

3'幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関

すること。

4 子どものための教育'・保育給付に関する二と。

5 認可外保育施設の調査及び指導に関すること。

6 市立の認定こども園の入園、転園及び退園に関すること。

.

.

.

保育係

2

子ど.ものための施設等利用給付に関すること。

保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)

又は家庭的保育事業等の利用の調整に関ずること。

保育所の入所の決定及び入所に係る諸証明に関すること。

児童福祉費負担金及び利用者負担額の決定、延納及び

減免に関すること。

児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る諸証明

(収納課の所管に係るものを除く。 Hこ関すること。

保育の実施に関すること。

保育関係団体との連絡調整に関すること。

1

保育所(緑ケ丘・大手・仁田・伊良林・中央の5力炉励...

認定こども園(長崎幼稚園の仂炉励●●卑

;,,,,,..幼稚園(高島の1か所)

こどもみらい課

※幼稚園は一部事務補助執行

膏少年の健全育成に関すること。

小学校区子どもを守るネットワークに関すること。

放課後児童健全育成事業に関すること。

非行防止啓発活動に関すること。

少年センターとの連絡調整に関すること。

膏少年問題協議会及び放課後対策推進審議会に関すること。

ノ 少年センター

ノ

0

少年の補導及び相談に関すること。

'少年問題の調査、研究及び資料収集に関すること。

関係機関との連絡及び協力に関すること。

その他少年の非行防止及び保護育成に関すること。
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2 こども部補職者名簿及び職員数(令和2年6月1日現在)

【部 長】

【政策監】

【子育て支援課】

課長

課長補佐

企画係長

育成係長

相談係長

(

(29人)

正規職員総数 131人

※()内の数字は正規職員数

藤

★

田

立木

子

【こども健康課】

次長兼課長

係長

明

(

井上

北嶋

山口

久保

池山

成

内線番号 4600

内線番号 4601

829-1270.(直通)

内線番号 4610

内線番号 4626

内線番号・4611

内線番号 4617

内線番号 4620

★

琢治

宏子

照光

田陽

加奈恵

(7人)

【幼児課】

課長

主幹

課長補佐

管理係長

保育係長

下

(6)

(84人)

久

高

入

川

829-1142 (直通)

内線番号 4630

内線番号 4641

内線番号 4631

内線番号 4631

内線番号 4635

子

石

829-1255 (直通)

内線番号 4661

内線番号 4662恵

町 田

3

三

★
★
★

今

庄
祝

橋
島

秀
光

山
白

幸
.
美
光
也

江
村

祐
容



保育所

緑ケ丘保育所長

大手保育所長

仁田保育所長

伊良林保育所長

中央保育所長

{4剖

認定こども園

長崎幼稚園長

★

4651

【こどもみらい課】(9人)

課長

教育管理官兼

少年センター所長

係長兼

少年センター係長

條

U I}

居

4

0

井

822-9351(直通)

845-0650 (直通)

822-7045 (直通)

823-3366 (直通)

821-6736 (直通)

宅島 佳也子

谷内

m

田

824-9966 (直通)

中

代

825-1949 (直通)

内線番号 4650

穂積

嶋

0

弘

内線番号

人 内線番号

46弘

戸

元

貴

宮

南
鳥
木
柳
村

純
美
文
靖

子
樹
香
子



3 子どもの年齢区分に応じた主な施策の展開(6月補正後)

妊帽期
長崎市第四次総合計画

特定不妊治療助成

F4-1

母と子の健康耽進を
図ります

妊娠

母子健廉手交付費

妊産婦健康診査費

産前産後支擾率

0嵯

F4-2

子商て支擢の充実を

図ります

乳幼児、1歳6か月児、3歳児健康診晝費

費

乳児

母子栄健庫づくり費

乳児家庭全戸訪間費

未熟児養医探費

助産施設入所費

市民梶案型協軸事実篦費
(プレママ交流会の実籠)

F4-3

子どもの成長を青む

環境の充実を図ります

乳幼児健全発連支損

森ちゃんの駅事

蔓支握訪澗

親ち学びあい事業
(はじめてママ醜座)

子て支擾センター運営費

児福祉等施設整備事業費補助金(子て支提センター)

児祉等施設慈事案費(午育て支挺センター)

子て支擾センター運営費(発連支橿に特化した子て支擾センター

地域親子のふれあい支摂(お遊び教室、バパデー)

小児むし歯予肪費

※総合事務所で〒算計上

社会福祉審会子

幼児
3歳

保育所

・民問保所等施設型給付費保所
・民問保所等運営費補助金
・【拡大】特定敏・保施設実施事案費補助金
・【拡大】一般型一時預かり費補助金
崎市保会研修費等補助金

費補助金・産休・病休代
・認可外保施設運営費補助金
・市立保所費(運営費
・児福祉施設整事業費市立保所
・【拡大1児窒栖祉等族整備嘉集費補助金(民間保育所)

放課後于ども教窟・医療的ケア児保支掘費補助金
・民間保所等10T化椎進率業費補助金
・保所等N入所選考システム導入費

・放課後子ども教室椎進費

認定こども団

・民問保所等施設型給付費認定こども園
・市立認定こども費運営
・児福祉施設整事費市立認定こども
・【拡大1児橿祉等箆設整事索費糟助金(民間認定こども囲)
・医疫的ケア児保支擾費補助金
・民間保所排ICT化推進事業費補助金
・保所等N入所選考システム入費

家庭的保享桑等 その他

・認可外保育施設等利用給付費・地域型保給付費(小般槙保車案)
・民間保所等ICT化推進事費補助金
・保所等N入所選考システム導入費

病児・病後児保費

民間保脊所詳新型コロナウイルス感染症対策費病児・病磯児保施設、保所、認定こども(幼保連携型、保所型)、小規棋保事所、認可外保施設、子て支橿センター、放

児福祉等施設整率業費(全天候型子ども遊戯施設)

児扶手当費ひとり親家庭寡婦医療対策費特別児扶手当費

白菊寮運営費広域入所費

母子父子自立支擾プログラム策定費ひとり親家彦等自立促進センター費ひとり親家庭自立支損助成 母子父子

子て短期支擾費ショートステイ、トワイライトスティ)ひとり親家塵等日常生活主擾費

母子父子福祉指導費

子どもを守るネ ク椎進費

F4-4

ひとリ親家庭等の

自立を支援します

E3 犯罪のない地域づくりを進めます

2地域防犯活財を椎進します

F1 人権が尊皿され、様々な分野で男女が
参西する杜会を捉現Lます

2 人格侵害の披杏から市民壱守ります

F8 安心できる衛生揮境を確保します
1 應榮症の発生と感染拡大を防止Lます

G1 次代を生きぬく子どもを育畔ま寸
3 学校・家廐・地域の連携による教脊の
充実を園りま寸

体陣害児成医療費

て応摂情報発信費子て佑捜情報サイトrイーカオ」、子てガイドブッウ)

、

母干保健訪問指費

軽中度難聰児補聴暑購入

児 手当費

子

【拡大】ファミリー・サポート・センター罵営費

児センター・児館運営費子ども広場運営費民間児館運費補助金児福祉システム整

子て世帯への匪時特別給付金給付事業費干ども医療対策費(入院・通院乳幼児~中学生

て住まいづくり支擾費棟助金(多干世帯・3世代同居,近居)

放課後児童ケラブ幼稚

・民問保所等施設型給付費幼稚 ・t拡大】放課後児賓優全成費
・児福社等施設整業費・私立幼稚等概費補助金
(放課後児クラプ)・私立幼稚国預かり保促進費補助金

・【拡大】幼稚型一時司かり助金 ・児福社等施設整事業費補助金
(放課後児クラづ)島幼稚田還営費

・学校医等配(幼稚歯科医、藁剤師
・幼稚圓保健衛生管理費
崎市私立幼稚協会研修費等補肋金
・全国市会学校災害賠償補保険料幼稚
・低所得世帯副食費給付費
・認可外保施設等利用給付費

小学生
9酵

補助金 小児性特定疾病医療

中学生

社資金貸付車案費(特別会計

少年センター相談補活動費

高校生

交通遺児提助費

少年問題協癒会費

費

少年催全育成活動費補肋金

幼児インコルエンザ予防検穫

児虐待肪止対策費にども総合相談)

定期〒防接糧

佳児ウラブ

子ども会等成擢進

子どもを守る取組推進費
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4 令和2年度.こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【子育て支援課】

NO
新規

拡大

10,879

事業名

市民提案型協働事業実施費
(プレママ交流会の実施)

2
社会福祉審議会費
【児童福祉専門分科会】

3

初めての出産を控えた妊婦を対象として、出産後も'緒に子育てを楽しめる仲
間づくりの場を提供することで子育ての孤立化を防止するとともに、必要な時期
に必要な支援が受けられるよう子育て支援に関する情報を提供しイ子育て支援セ
ンターなどの様々な支援サービスにっなげるなど、出産後の円滑かっ効果的な支
援に切れ目なくつなげていくため、プレママ交流会を開催する。

子育て応援情報発信費

(
4 児童虐待防止対策費

社会福祉審議会児童福祉専門分科会において、児童福祉に関する子育て支援策
など、重要事項を調査・審議する。

5

事業概要

子育て応援情報ホームページ「イーカオ」の管理運営及び子育てガイドブック
の作成を行う。

子どもを守る取組推進費

関係機関とのネットワーク(長崎市親子支援ネットワーク地域協議会)により
連携、'情報交換を行い、児童虐待の早期発見、発生防止に努めるとともに地域住
民に対し啓発を行う。

6 親育ち学びあい事業費

子どもに対するいじめ、児童虐待、体罰等の防止に関する広報、啓発、相談体
制を整伽チるとともに、客種機関との連携を図る連絡協議会や専一的かっ客飢的
見地からの調査等を行う専門委員会を設置するなど、子どもが安心して生活し、
学ぶことができる環境を整える。"

( 7

予算額
(千円)

地域親子のふれあい支援費

児童を持っ保護者を対象に、子育てに対する精神的負担の軽減等を図るととも
に、望ましいしっけ方を習得することにより親育ちを支援する講座を実施する。

・あつまれjはじめてママ
初めて子育てをする母親の不安を軽減し、0歳から始まる親子の紳づくりの基礎

をつくる。

8

551

子ども医療対策費

公民館、ふれあいセンター等において、地域の民生・児童委員、ボランティア
と協力し、未就園児及びその保護者を対象とした「お遊び教室」を開催し親子の
交流を図り、また、子育てに関するミニ講座や相談を行うことにより、健やかな
子育てができるよう支援する。
・市内:35箇所

9

481

交通遺児援助費

10

T,443

中学校卒業までの子ども(15歳到達後の3月31日までの子ども)
保護者に対して、子どもの保険診療費の一部負担金から旧800円
限)を差引いた額を助成する。
・対象:中学校卒業まで(入院・通院とも)
・助成方法:現物給付

児童福祉システム整備費

16,8?0

交通事故により、母または父が死亡した遺児を監護する者に、
手当と入学・卒業貌金を支給し、児童の樋全な育成を支援する;

1,030

児童手当、児童扶養手当、福祉医療のシステムにおいて、
金融機関統合(十八・親和銀行)への対応を図る。'

、 380

を対象に、その
(月1,600円を上

5,564

(扶助費)

6

見舞金及び教育

1,035,8部

マイナンバー制度や

能4



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【子育て支援課】

NO
新規

拡大
事業名

打 子育て支援センター運営費

①地域に密着した子育て支援センターを設置し、未就園児とその保護妻が気軽に
集い、遊びゃ相談、情報交換を行うことで育児不安、悩みの解消や仲間づくりが
できる場を提供する。
●通常子育て支援センター(令和2年4月時点箇所数)
・週6日型(6時問開設) 9箇所
・週3日型(5時間開設) 2箇所
●発達障害支援に特化した子育て支援センター
・週3日型(5時間開設) 1箇所

②長崎市子ども・子育て支援事業計画に基づき、市内16区域に設置することとし
ている子育て支援センターについて、未設置区域に設置する。
●設置場所の決定、運営団体の公募・決定(3区域)

12
児童センター・児童館運営
費

事業概要

13 子ども広場運営費

児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し又は情操を豊かにすることを目的
とした施設を運営する。
【市施設】大浦児童センター、滑石児童館、土井首児童館、琴海児童館

14 拡大
ファミリー・サポート・セ
ンター運営費

子どもや保護者に安心して過ごすことのできる場を提供する。
ら長崎西洋館内に開設)

15

予算額
(千円)

地域において、子育ての援助を行いたい人と、'子育ての援助を受けたい人が会
員となって、一時的な子育ての助け合いを行う会員組織である rファミリー・サ
ポート・センターながさき」を運営する。

また、新型コロナウィルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、同事
業を利用した者に対し、利用者の負担軽減を図るため、利用料相当額の補助を行
う。(上限額(1 人当たり日額):6,400円)

子育て短期支援費

16
民問保育所等新型コロナウ
イルス感染症対策費

74,096

児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や仕事の事由によっ
て、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に児童福祉施設等にお
いて一定期問、養育する。
・短期入所生活援助事業(ショートステイ)
・夜間養護事業(トワイライトステイ)

17 民問児童館運営費補助金

新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、子育て支援センター運営団体に
対して、マスク、体温計、消毒液、感染防止用の備品等の購入費用を補助する。

(平成23年8月か

31,388

0

児童福祉施設(保育所)と併設される民間児童館に対し助成する。
崎北児童館)

14,259

8,90?

1,231
0

7

5,1g5

(1施設:長 4,100



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【子育て支援課】

NO
新規

.

拡大

8

18

【補助】児童福祉等施設整
備事業費
仔育て支援センター)

事業名

杓

【補助1 児童福祉等施設整
備事業費
全天候型子ども遊戯施設

20

【補助】児童福祉等施設整
備事業費補助金
(子育て支援センター)

緑が丘地区子育て支援センター「ピウニック」の建物において、空調取替工事
を行う。また、土井首地区子育て支援センターのプロック塀改修のための工事設
計委託を行う。

(

21 助産施設入所費

「あぐりの丘」に全天候型子ども遊戯施設を整備するにあたり、
計及び建設場所の土質調査を行う。

22

事業概要

子育て支援センター未設置6区域のうち、市の既存施設の活用が困難な3区域に
ついて、民間施設を活用して設置を行うため、運営団体に対し、'センターを開設
するために必要な施設整備や設備整備に係る補助金を交奇する;

児童手当費

保健上必要があるにも関わらず、経済的理由で入院助産を受けることができな
い妊産婦に・対し助産を行う。
(実施施設:長崎みなとメディカルセンター)

23

中学校卒業までの児童を養育する保護者等に児童手当を支給する。 所得制限額
超過世帯には、特例給付を支給する'
[児童手当]
3歳未満児:月額巧,000円
3歳以上(第1子及び第2子);月額 10,000円
3歳以上(第3子以降):月額 15,000円
中学生;月額 10,000円

[特例給付]
所得制限額超過世帯:5,000円/児童
(平成24年6月から適用)

母子父子福祉指導費

"

39,645

予算額
(千円)

施設の実施設

母子・父子自立支援員2名及び償還推進員3名を配置し、ひとり親家庭等の生活
相談等に応じ、その自立に必要な指導を行い、福祉の増進を図るとともに、福祉
資金貸奇金の後還金の納入を指導する。"

24

フ,254

ひとり親家庭自立支援助成
費

母子家庭の母・父子家庭の父の職業能力の開発及び資格取得を推進するため、
教育訓練を受講し、または資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合に、
生活の負担軽減を図るための給付金を支給する。'
対象者:?0歳未満の児童を扶養している母子宗庭の母又は父子家庭の父(支給要
件あり)

54,200

川自立支援教育訓練給付金
支給額:受講費用の60%(上限20万円、下限12,001円。ア ただし、下記講座

③を受講する場合は上限80万円(修業年眼X20万円))゜
イ対象講座:①雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

②雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座等
③雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座等(専門資

格の所得を目指すものに限る。)
2)高等職業訓練促進給付金゜
ア支給額
市民税非課税世帯:月額100,000円(最終1年140,000円)
市民税課税世帯:月額 70,500円(最終1年110,500円)

イ支給期間

'修業期間の全期間(上限3年。ただし、資格取得のために4年課程が必須と
なる資格を目指す者等については4年)

矧高等職業訓練修了支援給付金
ア支給額
市民税非課税世帯:50,000円
市民税課税世帯:25,000円

6,000

16,027

(扶助費)

6,021,720

12,57フ

、
(



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【子育て支援課】

NO

新規

拡大

28,,5邪

25

事業名

母子父子自立支援プログラ
ム策定費

26
ひとり親家庭等自立促進セ
ンター費

母子・父子自立支援プログラム策定員を配置し、児童扶養手当受給者等に対
し、対象者個々の二ーズに応じた、自立支援計画書を策定レ、ハローワーク等関
係機関と連携し、きめ細かで継続的な就業支援を実施する。

27
ひとり親家庭等日常生活支
援費

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の自立支援のために、一貫した就労支援
サービスを提供するとともに、専門家による相談体制の整備や継続的な生活への
助言等、ひとり親等への総合朗支援を行うことを目的とした「ひとり親家庭等自
立促進センター事業」を長崎県と共同して実施する。

事業概要

28

ひとり親家庭の父母等が、教育訓練を受げるなど自立促進に必要な事由や疾病
などの社会的事由などにより、一時的に生活援助・保育等のサービスが必要な状
況にある世帯、又は生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている
世帯に対し、家庭生活支援員を派這し、生活支援・子育て支援を行うことで生活
の安定を図る。

児童扶養手当費

29

ひとり親家庭等で父又は母と生計を同じくしていない児童、父又は母が一定の
障害状態にある児童を監護する父又は母又は養育者に支給する。(児童が18歳に
達する日以後の最初の3同31日まで。一定の障害を有'する児童は、20歳未満ま
で。)
【支給回数】
・ 2か月分ずつ年6回(1月、 3月、 5月、 7月、 9月、 11月)
【支給月額】
・児童1人目 43,160円

炉后尋制限による一部停止の場合 10,180円~43,150円)
・児童2人目加算 5,100円~10,190円
・児童3人目以降加算 3,060円~6,110円(児童一人にっき)

特別児意扶養手当

予算額
【千円)

30
ひとり親家庭・寡婦医療対
策費

情神又は身体に障害のある児童を監護する父若しくは母又は養育者に支給す
る。
【支給同額1
・1 5?,500円
・2 34,970円

1,869

31

20歳未満の児童を監護しているひとり親家庭等の父又は母及びその18歳未満
(高校在学中は20歳末満)の児童、父母のいない18歳未満(高校在学中は20歳末

満)の児童が医療機関で治療を受けた場合並びに寡婦(60歳~70歳未満のひとり
暮らしの者)が入院し治療を受けた傷合、保険診療費の一部負担金から次の額を
差引いた額を助成する。
・父、母、子:1日800円(月1,600円上限)
・寡婦:入院1日につき 1,200円
・助成方法:市内の市長が定める医療機関受診分については現物給付方式で助成

白菊寮運営費

3,609

32 広域入所費

配偶者のいない女性又はそれに準ずる事情のある女性が、児童を養育していく
ことが困難になった場合に保護し、その世帯の自立促進のために生活を支援する
ことを目的とした施設の運営を行う。(定員14世帯)運営にっいては、 R2年度
より「一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき」へ指定管理委託を行う。

740

0

骸助費)

配偶者のいない女性又はそれに準ずる事情のある女性が、児童を養育していく
ことが困難になった場合に保護し、その世帯の自立促進のために生活を支援する
が、DV被害者等で市内の施設では安全が確保できないと判断した場合、市外の母
子生活支援施設に入所し、その経費を支弁する。

2,080,307

※県において
認定・支給。
長崎市におい
ては受付・進
達のみ

ノ

(扶助費)

172,162

0

9

24,941



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【子育て支援課】

NO

新規
.

拡大
事業名

33 子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業費(給付金)

小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て
世帯を支援するため、児童手当(特例給付は除く)を受給する世帯(0歳~中学生
のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金を支給する。
[支給対象者]
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者。
※平成30年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の受給者(特例給付)は除
く。

[対象児童]

平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童であり、 3月まで中学
生だった児童 (新高校1年生)及び3月中に死亡した児童も含む。
[支給額]
対象児童一人につき10,000円(1回限り)

(
34 子育て世帯への臨時特別給

付金給付事業費(事務費)

事業概要

35

子育て住まいづくり支援費
補助金
【住宅課予算】

子育て世帯への臨時特別給付金の支給等の事務を円滑に進めるために必要な経●● J見一^、.

親世代への子育ての相談・アドバイス、急な用事や残業の際の子どもの世話な
ど家族の支え合いにより子育てに係る負担軽減を図り、子育てしやすぃ環境をっ
くるため、三世代同居・近居の環境整備を支援するとともに、子育て家庭の経済
的負担の軽減を図る。
また、子育て世帯は一般世帯に比べ、最低居住面積水準を満たさない住宅に入居

する割合が高い状況にあると耆われており、多子世帯にっいても、安心して子ど
もを生み育てることができる住環境の整備を進める。
・三世代同居および近居のための新築工事や'りフォームエ事イ新築・中古住宅の
取得

※いずれも工事費等のν5以内
新築(子育て世帯・子育て希望世帯・多子世帯)

上限20万円
中古(子育て世帯・多子世帯):上限40万円
中古(子育て希望世帯):上限20万円

(

36
【特別会計】

母子父子寡婦福祉資金貸付
金

予算額
(千円)

37 こども基金

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等に対レ、その経済的自立の助成と生活意欲
の助長を図り、あわせて福祉を増進するために必要な資金の貸付けを行う。
イ貸付金内訳;母子父子21,687千円寡婦2,076千円)゜

480,000

次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つことを目的に、市民と行政
が一体となって、子ども・子育てに関する支援の取り組みを推進するため、'2億円
を原資としてこども基金を設置している。

・設置日;平成20年4月1日
・増資方法:企業・団体及び篤志家からの寄附及びそれ
と同額を行政が基金に積み立てる(マッチング方式)
R元年度末現在高【予算ベース):5億8,025万7,835円
R2年度活用予定額:1,046万?千円

29,413

22,126

【令和2年度こども基金充当予定事業】
・子どもゆめ体験些 【4.597千円】

・青少年平和交梳費 【1,206千円】

・子育て応援情報発信費 【745千円】

・「長崎のおさ力寸釘 PR ・
おもてなし事業費 b,919千円】

・子ども芸術文化体験事業費【1.9怖千円】

23,763

10

甲
●



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【こども健康課】

NO
新規

拡大
事業名

乳児家庭全戸訪問費

2 養育支援訪問費

3

生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を民生委員・児童委員が勗問し、子育
てに関する情報を提供するとともに、.子育ての状況を把握することで、支援が必
要な家庭を早期に発見して保健師の訪問などにっなぐ。また、乳児がいる家庭と
地域をっなぐことで孤立化を防ぎ、乳児の健全な養育環境を確保する。

軽中度難聴児補聴器購入費
捕助金

4
【予防接種)事故賠償補償保
険料

5

出産後問もない時期や、さまざまな要因により養育が困難になっている家庭に
対して、育児にっいての技術的助言や指導、家事援助等の支援を行い、児童虐待
を防止する。

事業概要

【予防接種)事故措置費

6

軽度・中等度の難聴児の補聴器購入において、新規又は耐用年数伍制が経過し
た補聴器の購入費を補助する。

妊産婦健康診査費

.予防接種実施上の過失等に起因して被接種者の身体または生命が害された際
に、市が法律上の賠償責任を被った場合の損害を補填する保険に加入する。

7

予防接種による健康被害者に対して、医療費、医療手当及び障害年金を支給す
る。

乳幼児健康診査費

8

妊娠高血圧症候群や貧血などの異常を発見して治療につなぎ、安全な出産が迎
えられるよう、妊婦に対する定期健康診査(最大14回)と、「産後うつ」の予防
などのための産後の健診(最大2回)を委託医療機関において実施するとともに、
県外での受診費用を助成する。また、妊産婦の歯科健康診査を実施する。

予算額
(千円)

一歳六か月児健康診査費

9

生後4か月児に公的機関で乳児健康訟査を実施(総合事務所)するほか、7か
月、10か月児は委託医療機関において公費による健康診査を実施する。必要によ
り精密健康診査費を助成して乳児の健康の保持増進に努める。また、新生児を対
象とした聴覚検査事業を県内の産科医療機関に委託して実施するとともに、県外
での受診費用を助成する。

三歳児健康診査費

10

フ,378

母子健康手帳交付費

1歳6か月から2歳までの問に、公的機関で健康診査を実施(総合事務所)し、必
要により精密健康診査費を助成して幼児の健康の保持増進に努める。また、歯科
健康診査やフッ化物塗布など歯科保健の向上を図る。

11 母子保健訪問指導費

3歳から4歳の間に、公的機関で健康診査を実施(総合稟務所)し、必要により
精密健康診査費を助成して幼児の健康の保持増進に努める。また、歯科健康診査
を実施し、歯科保健の向上を図る。

906

12

2,007

母子栄養健康づくり費

母子健康手帳を妊娠届時に交付し、出産や育児に関する惰報を提供して妊娠、
出産、育児に関する一貫した健康管理を促す。

0
916

新生児、妊産婦及び未熟児などを対象に、家庭訪問により適切な助言指導を行
い、産後うつの早期発見や児童虐待防止を図る。

8,979

乳幼児とその親を対象に、講話や実習を通して、育児や栄養、歯科保健につい
て知識の普及啓発を図る。また、グループワークにより母親同士の交流や仲間づ
くりを促す。また、産科と歯科の連携による講習会で、母子の歯科保健の向上を
図る。

300,824

託,284

6,235 0

11

8,369

1,4リ

3,015

788



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【こども健康課】

NO
新規

拡大

13

事業名

産前産後支援事業費

14 未熟児養育医療費

15 身体障害児育成医療費

16

妊娠、出産期の心身の不調や育児不安を軽減するため、委託助産師が相談支援
を行う匡ともに、特に支援が必要な母子に対して心亘のケアや育児の支援を行
つ。

(

小児慢性特定疾病医療費

17

出生時の体重が2,00OE以下又は生活力が特に薄弱であると医師が判断した末熟
児のうち、医師が入院による養育を必要と認めた者に対して必要な医療の給付を
行う。

特定不妊治療助成費

確実な治療効果が得られる身体上の障害を有する児童等に対して必要な医療の
給付を行い、生活能力の回復を図る。

18

事業概要

乳幼児インフルエンザ予防
接種費

小児慢性特定疾病にかかっている児童等に対して必要な医療の給付を行うとと
もに、対象児童等の自立を支援する。

19

子どもを望む夫婦を支援するため、医療保険が適用されず高額な医療費がかか
る特定不妊治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減する。.

定期予防接種費

生後6か月から小学校就学前までの乳幼児を対象としたインフルエンザの任憲予
防接種にっいて、費用の半額程度を公費負担して委託医療機関で実施する。

(

20 小児むし歯予防費

伝染のおそれがある疾病の発生又はまん延を予防するために、予防接種法に基
づく定期予防接種について、全額公費負担して委託医療機関で実施するととも
に、県外での接種費用を助成する。

また、令和2年10月1日からロタウイルスワクチンの接種を開始する。

[対象疾病]ジフテリア、破傷風、百日せき、ボリオ、結核、日本脳炎、麻レ・
ん、風しん、ヒプ、小児の肺炎球菌、子宮頸がん、水痘、 B型肝炎、ロタウィル
ス

予算類
【千円)

3,399

1歳6か月児健康診査や2歳児歯科健康診査などの際にフッ化物塗布等を行うこと
で、むし歯予防習慣の定着を支援し、小児のむし歯の減少を図る。

34,010

フ,485

165,665

64,船4

62,624

745,208

フ,492

12



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【幼児課】

NO
新規

拡大

拡大

事業名

特定教育・保育施設等実施
事業費補助金等

2 拡大
幼稚園型一時預かり費補助
金

・産休・病休代替職員費補助金:5,494千円
,特定教育・保育施設等実施事業費補助金:159,6円千円
・一般型一時預かり費捕助金:舶,103千円
・民間保育所等運営費補助金(112箇所):234,471千円
・長崎市保育会研修費等補助金:3,280千円

3

1

,幼稚園型 1 :74,109千円
幼稚園在園児及び1号認定こどもの一時預かりを実施する幼稚園並びに認定こ

ども園に対する補助
・幼稚園型 11;13,907千円
2才児の3号認定こどもの一時預かりを行う幼稚園に対する補助

病児・病後児保育費

事業概要

4

病気又はその回復期にある児童で集団保育及び家庭での保育ができない場合
に、.その児童を一時的に預かることにより保護者の子育てと仕事の両立を支援す
る。
・実施施設 5箇所
ふくだこどもクリニック「あひるっこルーム」
中山小児科クリニック「1ここにこルーム」
平野医院「ボンクラージュ」
社会福祉法人正道会「あおむし」
りゅうキッズクリニック「クローバー」

認可外保育施設運営費補助
金

5
認可外保育施設等利用給付
費

一定の要件.(市内在住の要保育児童10人以上の保育など)を満たす市内の認可
外保育施設に対し、運営費の一部を助成する。
(既存分)
対象施設 4箇所
対象児童数 86人

6

予算額
(千円)

低所得世帯副食費給付費

7

認可外保育施設等の利用料にっいても、幼児教育・保育の無償化の対象となる
ため給付を行う。

また、給付にかかる請求書等の整理・データ入力等の享務を民間事業者に委、託
し、事務の効率化を図る。

468,967

医療的ケア児保育支援費補
助金

8

新制度未移行の幼稚園を利用する低所得者等に対し、新制度に移行した施設と
同様に副食費の支援を行う。
・対象見込み園児数 130人/月

4,500円ノ月まで・補助額

民間保育所等ICT化推進事業
費補助金

88,016

9

保育所等においてイ疫吸引や胃ろうなどの医療的ケアを必要とする児童の受入
れを行う施設を指定し、医療的ケア児に対応する看護師の人件費相当額を助成す
ることで医療的ケア児の受入れの安定化を図り、保育の充実を図る。

保育所等A1入所選考システ
ム導入費

保育所等における事務のICT化を行い、.保育士等の事務負担を軽減することによ
り、子どもと向き合う時間を増やし、保育の質の向上につなげるとともに、働き
やすい環境を整備することで、保育士の定着を図る。
・1CT化予定施設 37施設
・補助額補助基本額1,000千円の3/4まで

部,650 0

事務量が膨大な保育所入所選考に係る事務について、A1を用いた入所選考シス
テムやRPAを導入することにより、事務量の軽減、施設や保護者への通知の迅速化
を図る。
・年間業務量削減見込 2,3詑時問(4,698時間→2,346時間)

1,439

400.フフフ

フ,020

0

13

8,079

27,750

10,945
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4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【幼児課】

NO
新規

拡大

1,180

10

事業名

拡大
【補助1児童福祉等施設整

備事業費補助金民間保育

11 拡大
【補助】児童福祉等施設整

備事業費補助金民問認定
こども園

入所児童の保育環境の向上及び待機児童の解消を図るため、民間保育所におい
て定員増を伴う増改築の整備にかかる経費を助成する。
・補助率 3/4

・整備場所【合計で48人の定員増】
バンビーノ保育園(移転新築30人→48人)
聖母保育園 (増改築50人→80人)

(
12

【補助】
事業費

入所児童の保育環境の向上及び待機児童の解消を図るため、民聞認定こども園
において定員増を伴う増改築、老朽施設の整備にかかる経費を助成する。
・補助率 3/4
・整備場所【合計で54人の定員増】
聖母の騎士幼稚園(増改築95人→109人)
女の都幼稚園(増改築聞人→105人)
第二ひかり幼稚園(大規模修繕)

事業概要

児童福祉施設整備
市立認定こども園

13 【単独】
事業費

児童福祉施設整備
市立保育所

14

認定こども園長崎幼稚園に設置するブロック塀等のうち、建築基準法上不適合と
認められた箇所にっいて、国の交付金を活用し改修する。また、併せて、玄関門
扉の改修を行う。

【単独】
事業費

(

児童福祉施設整備
市立認定二ども園

15

市立中央保育所における建築基準法上不適合となる既存ブロック塀の改修工事
を行うにあたり、景観形成重点地区に該当するため、景観に配慮した工法により
実施する。
・事業期間令和2年度~令和3年度
【債務負担行為を設定総事業費:92,500千円】

予算額
【千円)

私立幼稚鳳振興費捕助金

16

建築基準法の基準を満たしていない認定こども園長崎幼稚園のプロック塀の改
修を行うに当たり、設計業務を外部委託する。

長崎市私立幼稚園協会研修
費等補助金

201,903

17

私立幼稚圓等の教育条件の維持向上、保護者負担の軽減を図るとともに、私立
幼稚園の経営健全化を高めるため、市内の私立幼稚園等に対し、運営費等を補助
する。

私立幼稚園預かり保育促進
費補助金

18

長崎市私立幼稚園協会の研修事業を奨励し、教職員の資質向上を図るため、
協会が行っている各種の教職員研修に対し、その一部を補助する。

475.752

民間保育所等新型コロナウ
イルス感染症対策費

家族の介護や就労のために児童を保育できない保護者が、市内の私立幼稚園等
が実施している預かり保育を利用した場合、保護者に対して負担している預かり
保育料の一部を補助する。

18,200

30,979

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、病児・病後児保育施設におい
て、マスク、体温計、消毒液、感染防止用の備品等を購入する。

また、民間保育所等に対して、同様の消耗品や備品等の購入費用を補助する。

55,500

610

29,102

同

14

2,041



4 令和2年度こども部所属別事業一覧(6月補正後)

【二どもみらい課】

NO
新規

拡大

11,007

事業名

青少年問題協議会費

2
少年センター相談・補導活動
費

3 拡大

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関して総合的に審議するとともに、関係機関相
互の連絡調整を図る。

放課後児童健全育成費

青少年の非行防止及び健全育成のために、関係機関と連携を図りながら、補導業務・
相談業務・環境浄化業務などを推進する。

4

保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対L、授業終
了後に学校の余裕教室等を利用Lて適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成
を図る。

・児童クラブへの補助金の交付[対象数:1叫支援の単位]
(運営費、障害児受入費、処遇改善等事業費、,家賃等補助、利用料減免費)
・児童クラブ支援員の研修、施設修繕、運営管理システム運用支援等

事業概要

放課後子ども教室推進費

5

【補助】児童福祉等施設整備
事業費
(放課後児童クラブ)

長崎市内の小学校区において、放課後又は、週末等に小学校等を使用し、地域と学
校が連携・協力して、学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することにより、すべて
の子どもたちの安全・安心な活動場所を設けることを目的として放課後子ども教室を実
施する。

・放課後子ども教室への運営委託,
・放課後子ゼも教室開設セミナーの開催
・放課後対策推進審議会の開催

6

【補助】児童福祉等施設整備
事業費補助金
(放課後児童クラブ)

7

'

ノ

子どもを守るネットワーク推進
費

建築基準法上不適合となる既存づロック塀の改修工事(改修工事のための設計委託
費)

〔対象施設:1クラブ]

予算額
【千円)

.J

一

8

放課後児童クラブ利用児童數の増加に伴う既存施設狭あい化の解消等のための児
童クラブ施設整備に係る経費を補助する。

[補助対象:施設整備を行う法人]
[対象施設;3クラブ]

子ども会等育成推進費

236

子どもたちが安全にかつ安心して過ピすことができる住みよいまちをっくるために、各
小学校区で子どもを守るネットワークを組織し、地域の力を結集して、パトロールなど子
どもたちの安全確保のための活勵を支援する。

[対象 67団体1

17,808

9

9,398

青少年健全育成活勳費補助
金

長崎市子ども会育成連合会と長崎市青少年育成連絡協議会と連携Lて、子どもの活
動の充実を図る。

・広島・長崎子ども会親善交歓会の実施
・子ども会交流推進事業(子どもゆめフェスティバル)の実施
・青少年育成協議会活動事例発表会の開催等

1,635,469

10
民間保育所等新型コロナウ
イルス感染症対策費

青少年の健全な育成を図るために、地域の青少年育成協議会が行う健全育成活動
や、非行・事故を防止する活勳に対して補助金を交付し、その活動を支援する。

[対象 53団体]
・日常活動費補助
・体験活勳費補助

0

11,340

新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、放課後児童クラプの運営団体に
対して、マスク、体温計、消毒液、感染防止用の備品等の購入費用を補助する。

616

84、249

フ,154

0

15

2,430


